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○ 国際課税に関する事項について、次の改正が行われました。 

改 正 事 項 改 正 の 内 容  適 用 時 期 等 

⑴ 課税所得の範囲の変

更等の場合の特例（法10

の３④、法令14の11⑦、

改正法附則23）  

○ 外国法人（過去に恒久的施設を有していた外国法人に限りま

す。）が適格合併等により恒久的施設を有することとなった場

合には、その外国法人が過去に有していた恒久的施設に係る欠

損金の繰越控除の適用等を認めない旨が明確化されました。 

 

恒久的施設を有しない

外国法人が平28.４.１以

後に恒久的施設を有す

ることとなる場合につ

いて適用されます。 

 

⑵ 外国税額の控除（法令

141の２、155の27の２） 

 

 

 

 

（法令141の３①、155の

27の３①） 

 

（法69④八、旧法令145

の６①） 

○ 国外所得金額の計算について、次のとおり規定が明確化され

ました。 

イ 国外所得金額（国外事業所等帰属所得に係る所得の金額

とその他の国外源泉所得に係る所得の金額の合計額）が零

を下回る場合には、零である旨 

 

ロ 国外事業所等帰属所得に係る所得の金額が零を下回る場

合には、その下回る金額である旨 

 

○ 国外源泉所得である国外で業務を行う者に対する貸付金の

利子の範囲について、短期売掛債権に係る利子を除外しないこ

ととされました。 

 

 

 

― 

 

 

 

― 

 

 

― 

 

⑶ 国外関連者との取引

に係る課税の特例等（措

法66の４⑥～⑫、66の４

の３④～⑦⑭、67の18

③～⑥⑬、68の88⑥～

⑫、68の107の２③～⑥

⑬、措令39の12⑪⑫、39

の12の３②、39の33の４

①、39の112⑩⑪、39の

126の４①、措規22の10、

22の10の３、22の19の

４、22の74、22の83、改

正法附則１六ハ、98①～

④、103、121、126） 

 

 

 

 

 

（措法66の４の４、措令

39の12の４、措規22の10

の４、改正法附則98⑤、

改正措令附則23） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 移転価格税制等に係る文書化制度について、次のとおり見直

しが行われました。 

 イ 独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類

（ローカルファイル） 

   国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために必

要と認められる書類を確定申告書の提出期限までに作成・取

得し、原則として、７年間保存しなければならないこととす

る（同時文書化義務）等の所要の措置が講じられました。 

なお、法人がその事業年度の前事業年度等において一の国

外関連者との間で行った国外関連取引の取引金額が50億円

未満である場合等には、その法人がその事業年度においてそ

の一の国外関連者との間で行った国外関連取引に係る独立

企業間価格を算定するために必要と認められる書類につい

ては、上記の同時文書化義務を免除することとされました。 

また、外国法人の内部取引に係る課税の特例、内国法人の

国外所得金額の計算の特例、連結法人の連結国外所得金額の

計算の特例に係る文書化制度についても、上記と同様の措置

が講じられています。 

 

 ロ 特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供 

   特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又

はその構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、そ

の特定多国籍企業グループの国別報告事項（構成会社等の事

業が行われる国又は地域ごとの収入金額、税引前当期利益の

額、納付税額その他一定の事項）を、各最終親会計年度終了

の日の翌日から１年以内に、特定電子情報処理組織（e-Tax）

を使用する方法により、税務署長に提供しなければならない

こととする（注）等の措置が講じられました。 

（注） 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人（最

終親会社等又は代理親会社等に該当するものを除きます。）又

はその構成会社等である恒久的施設を有する外国法人につい

ては、最終親会社等（代理親会社等を指定した場合には、代

理親会社等）の居住地国の税務当局が国別報告事項に相当す

 

 

平29.４.１以後に開始す

る事業年度分の法人税

について適用されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平28.４.１以後に開始す

る最終親会計年度に係

る国別報告事項につい

て適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ 国際課税に関する改正 
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改 正 事 項 改 正 の 内 容  適 用 時 期 等 

 

 

 

（措法66の４の５、措規

22の10の５、改正法附則

98⑥） 

 

 

 

 

 

 

る情報の提供を我が国に対して行うことができないと認めら

れる一定の場合に限ります。 

 

 ハ 特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項（マスタ

ーファイル）の提供 

   特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又

はその構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、そ

の特定多国籍企業グループの事業概況報告事項（組織構造、

事業の概要、財務状況その他一定の事項）を、各最終親会計

年度終了の日の翌日から１年以内に、特定電子情報処理組織

（e-Tax）を使用する方法により、税務署長に提供しなけれ

ばならないこととする等の措置が講じられました。 

 

 

 

 

平28.４.１以後に開始す

る最終親会計年度に係

る事業概況報告事項に

ついて適用されます。 

 

 

 

⑷ 内国法人の特定外国

子会社等に係る所得の

課税の特例（措法66の６

③、68の90③、措令39

の17⑤⑥⑬、39の117⑤

⑥⑬、改正法附則99、

122） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（措令39の18①、39の118

①、改正措令附則24、35） 

 

 

 

 

 

 

 

○ 外国子会社合算税制について、次のとおり見直しが行われま

した。 

イ 適用除外基準の適用方法について、次のとおり見直しが

行われました。 

  (イ ) 特定保険外国子会社等（一の内国法人によってその発

行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている特定

外国子会社等で保険業法第219条第１項に規定する引受社

員に該当するものをいいます。以下同じです。）の実体基

準又は管理支配基準の判定について、その特定保険外国子

会社等に係る特定保険協議者（その特定保険外国子会社等

が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定する

ための協議を行う等の一定の要件を満たす特定外国子会

社等をいいます。以下同じです。）がその本店所在地国に

おいて実体基準又は管理支配基準を満たしている場合に

は、その特定保険外国子会社等は実体基準又は管理支配基

準を満たすものとされました。 

(ロ) 保険業を主たる事業とする特定外国子会社等である特

定保険協議者の非関連者基準の判定について、その特定保

険協議者とその特定保険協議者に係る特定保険外国子会

社等との間で行う取引については、関連者取引に該当しな

いものとされました。 

 

ロ 特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国法人税の

額の控除を行う場合における調整適用対象金額の計算につ

いて、調整適用対象金額の計算上加算することとされる特

定外国子会社等が子会社（持株割合25％以上等の要件を満

たす法人をいいます。）から受ける配当等の額等はその特定

外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の課税標

準に含まれるものに限ることとされました。 

 

 

 

特定外国子会社等の平

28.４.１以後に開始する

事業年度の適用対象金

額について適用され、

同日前に開始した事業

年度の適用対象金額に

ついては、従来どおり

適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定外国子会社等の平

28.４.１以後に開始する

事業年度の調整適用対

象金額について適用さ

れ、同日前に開始した

事業年度の調整適用対

象金額については、従

来どおり適用されま

す。 

⑸ 日台民間租税取決め

に規定された内容の実

施に係る国内法の整備

（外国居住者等所得相互

免除法７、改正法附則１

五ロ、56④） 

 

 

 

 

 

 

○ 外国（政令で台湾が指定される予定です。以下同じです。）

との相互主義に基づき、その外国との間の二重課税の排除等を

するため、次のとおり国内法の整備が行われました。 

イ 外国居住者等の所得に対する所得税又は法人税の非課税等 

  (イ ) 事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税 

     外国居住者等（外国に住所を有する個人、その外国に本

店等を有する法人又はこれらに準ずる者で、一定のもの

（その外国の権限のある機関を含みます。）をいいます。

以下同じです。）が有する事業から生ずる所得のうち国内

事業所等に帰せられないもの等について、所得税又は法人

税が非課税とされました。 

 

 

 

 

 

適用開始日（注）以後に

外国居住者等が支払を

受けるべき対象事業所

得又は対象事業所得に

係る適用事業年度（適

用開始日（注）以後に開

始する事業年度をいい

ます。以下同じです。）
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改 正 事 項 改 正 の 内 容  適 用 時 期 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（外国居住者等所得相互

免除法15①⑲㉖～㉘、改

正法附則１五ロ、56⑬

⑭） 

 

 

 

（外国居住者等所得相互

免除法15②⑳㉖～㉘、改

正法附則１五ロ、56⑬

⑭） 

 

 

 

 

 

 

（外国居住者等所得相互

免除法19、改正法附則１

五ロ、56⑲） 

 

 

 

 

 

（外国居住者等所得相互

免除法14、改正法附則１

五ロ、56①） 

 

 

 

 

 

 （外国居住者等所得相互

免除法32、改正法附則１

五ロ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 配当等に対する所得税又は法人税の軽減又は非課税 

Ａ 外国居住者等が支払を受ける一定の配当、利子又は使

用料（以下「対象配当等」といい、次のＢの措置の適

用がある一定の利子を除きます。）について、所得税又

は法人税の税額をその対象配当等の10％相当額に軽減

することとされました。 

 

 

Ｂ 外国の権限のある機関等が支払を受ける一定の利子

又は外国居住者等（外国の権限のある機関等を除きま

す。）が支払を受ける一定の利子（一定の金融機関によ

って保証された債務に係る債権等に係るものに限りま

す。）について、所得税又は法人税が非課税とされまし

た。 

 

 

 

 

(ハ) 資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人

税の非課税 

外国居住者等が有する資産の譲渡により生ずる所得

（恒久的施設帰属所得又は国内資産譲渡所得のうち一定

のもの及び工業所有権等の譲渡所得に限ります。）につい

て、所得税又は法人税が非課税とされました。 

   

 

ロ 外国における移転価格課税に係る対応的調整 

  内国法人等がその外国関連者との間で行う取引の価格が

独立企業間価格と異なることによりその内国法人等の所得

が過大となる場合において、一定の事実につき国税庁長官

の確認を受けたときは、その取引は独立企業間価格で行わ

れたものとみなして課税所得を計算することとされまし

た。 

 

ハ 国税庁長官の確認があった場合の更正の請求の特例 

   確定申告書の提出をした者等は、上記イ及びロの措置の適

用等により課税標準等又は税額等の内容が異なることとな

った場合において、一定の事実につき国税庁長官の確認があ

ったときは、その確認の日の翌日から起算して２月以内に、

更正の請求をすることができることとされました。 

 

ニ その他、所要の措置が講じられました。 
（注） イからニまでの措置の適用及び実施に関し必要な事項は政省

令で定められる予定です。 

 

分の法人税について適

用されます。 

(注) 適用開始日とは、平

28.３.31から起算して１年を

超えない範囲内において

政令で定める日の属する年

の翌年１月１日（その政令

で定める日が平29.１.１であ

る場合には、同日）をいいま

す。以下同じです。 

 

 

適用開始日以後に外国

居住者等が支払を受け

るべき対象配当等又は

対象配当等に係る適用

事業年度分の法人税に

ついて適用されます。 

 

適用開始日以後に外国

居住者等が支払を受け

るべき利子又は利子に

係る適用事業年度分の

法人税について適用さ

れます。 

 

 

 

 

適用開始日以後に外国

居住者等が支払を受け

るべき対象資産譲渡所

得又は対象資産譲渡所

得に係る適用事業年度

分の法人税について適

用されます。 

 

適用事業年度分の法人

税について適用されま

す。 

 

 

 

 

 

同 上 

 

 

 

 

 

 

（注） 上記の措置は、対象配当等の支払を受ける外国居住者等の

国内事業所等に帰せられるもの及び対象配当等の額が独立企

業間価格を超える場合におけるその超える部分の金額に相当

する部分については、適用されません。 


